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団体名 担当課 ページ

1 市役所移転後の交通体系について 興善町自治会
まちづくり部

公共交通対策室
1

2 台風・高潮時の塩害及び浸水対策につい
て

元船町自治会

土木部
土木防災課

・
中央総合事務所
地域整備２課

2～6

3 空き家対策について 八百屋町自治会
建築部

建築指導課
7～8

4-1 立山2丁目自治会

4-2 立山3丁目自治会

5 避難所への交通手段について 立山5丁目自治会 防災危機管理室 12～13

6 老朽化危険家屋の対応について 浜平町自治会

建築部
建築指導課

・
理財部

資産税課

14～18

7 合同集会所の設置について
筑後町自治会
中町自治会

市民生活部
自治振興課

19～20

8

新長崎駅前広場への
「唐人船」の格納庫の設置
及び大黒町周辺への駐輪場の整備につい
て

大黒町自治会

まちづくり部
長崎駅周辺整備室

・
土木部

土木企画課

21～22

9 樺島町崖下通りの緑化推進について 樺島町自治会
中央総合事務所
地域整備２課

23～28

10 中心部におけるマンション建築増加に伴
う児童、生徒の増加の予測について

興善町自治会
教育委員会

適正配置推進室
29～30

11 市民大清掃の実施時期について 万才町自治会
環境部

廃棄物対策課
31～33

12 五島町公園について 五島町自治会
中央総合事務所
地域整備２課

34～36

市民と市長の地域みらい懇談会【長崎中学校区】
要 望 ・ 提 案 一 覧

要望・提案項目

令和3年7月24日（土）開催

立山24号線道路改良工事について
中央総合事務所
地域整備２課

※番号1～8は、当日発言

9～11



13-1 自治会役員のなり手不足について 金屋町自治会 37～38

13-2 自治会の活動人員の高齢化について 桜町自治会 39～40

13-3 町内活性化のための行事について 炉粕町自治会 41～42

14 講習会開催に対する支援について 馬町自治会

秘書広報部
広報広聴課

・
教育委員会
教育総務部
生涯学習課

43

15 ポイ捨て区域の拡大について 桶屋町自治会
環境部

廃棄物対策課
44

16 宮の下公園の整備について 大井手町自治会
中央総合事務所
地域整備２課

45～47

17 空き家対策について 立山2丁目自治会
建築部

建築指導課
48～49

18 市の駐車場の一部提供について 玉園町自治会

理財部
財産活用課

・
中央総合事務所

中央地域センター

50

19 高齢者のゴミ捨ての手助けについて 西坂町中自治会
環境部

廃棄物対策課
51

20 新JR長崎駅前広場へモニュメントとして
アンゼラスの鐘の設置

御船蔵町中自治会
まちづくり部

長崎駅周辺整備室
52

21 乗合タクシーについて 浜平町第一自治会
まちづくり部

公共交通対策室
53

22 県営バスターミナル開発について 大黒町自治会

土木部
土木企画課

・
土木部

土木建設課

54～57

23 自転車の安全規制について 元船町自治会
市民生活部
自治振興課

58～59

24 ハトの糞について 金屋町自治会
環境部

環境政策課
60

25 KTN横道路の信号機の設置について 金屋町自治会
中央総合事務所
地域整備２課

61～65

市民生活部
自治振興課



26 歴史的町並みの保護について 桜町自治会

まちづくり部
景観推進室

・
文化観光部

観光交流推進室

66

27 犬の観光地への進入禁止について 桶屋町自治会
文化観光部
観光政策課

67

28 野良猫に対する対応について 桶屋町自治会
市民健康部

動物管理センター
68～70

29 観光客のマナーについて 炉粕町自治会
文化観光部

観光交流推進室
71

30 市民が安心して暮らせる環境整備につい
て

炉粕町自治会
土木部

土木企画課
72

31 高齢者への交通費助成について 炉粕町自治会
福祉部

高齢者すこやか支援課
73～74

32 町内の環境保全の仕組みづくりについて 玉園町自治会
環境部

廃棄物対策課
75

33 路線バスのダイヤ変更について 浜平町第一自治会
まちづくり部

公共交通対策室
76～77

34 ふれあいセンターの創設について 大黒町自治会
市民生活部
自治振興課

78



回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 
まちづくり部  

公共交通対策室 

要
望
内
容 

【団体名】 興善町自治会 

【件 名】 市役所移転後の交通体系について 

【概 要】 

県庁が移転し、次に市役所が魚の町に新設移転することにより、現在の長

崎市役所から旧県庁を通るバス路線（いわゆる市役所経由便）がどのよう

に変更されるのか、あるいは新市役所方面への周辺交通体系について説明

いただきたい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

 市庁舎移転後のバスの運行ルートとしまして、長崎県営バスは、既に新市

庁舎を通過する運行系統が多数存在するため、基本的に現状の運行系統を変

更する必要がない考えであると伺っています。 

一方、長崎バスは、新市庁舎を通過する運行系統は、現在、茂里町と東長

崎方面を結ぶ系統や、立神・稲佐山と田上とを結ぶ系統のみで、新市庁舎に

直接アクセスできる地域も限られることから、利用実態を踏まえながら、現

在の大波止経由、市役所前経由の一部を新市庁舎経由に振替える検討を行っ

ていくと伺っています。 

いずれにしましても、需要に応じた路線設定や、利用実態に即した運行便

数となるよう、今後もバス事業者と協議を進めてまいります。

Ｎｏ．1 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 
土木部土木防災課 

中央総合事務所地域整備２課 

要
望
内
容 

【団体名】 元船町自治会 

【件 名】 台風・高潮時の塩害及び浸水対策について 

【概 要】 
台風・高潮時に側溝の排水環境が悪いため、海水・汚水溢れ塩害及び家屋

への浸水被害が多発している。恒久対応・対策を要望する。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能   ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ 県､自治会､市の協力が必要 ） 

 長崎中心部の地盤が低いところは、ほとんどが埋め立てにより形成され

た土地であり、元船地区も低地であることから、台風や高潮時には長崎港

内から海水が側溝に流れ込み、浸水被害が発生している状況です。 

  この対策としましては、地区内の道路をかさ上げし、海水が側溝に流れ

込まないようにする必要がありますが、宅地盤の高さとの関係があること

から、早急な対応は難しいものと考えています。 

  そこで、台風やあびき等の影響から高潮による浸水被害が予測される家

屋等につきましては、地元の皆様が自由に使えるような土のうを常設し高

潮時の対策ができないか、自治会と協議したいと考えています。 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 建築部 建築指導課 

要
望
内
容 

【団体名】 八百屋町自治会 

【件 名】 空き家対策について 

【概 要】 

少子高齢化の影響で、空き家のまま放置される事例が発生している。 

八百屋町でも 2軒の空き家があり、そのうち 1軒は、今年の台風 10号で

敷地内の巨木が倒壊し、敷地外にまで影響が出る事例が発生した。 

残りの１件については、急を要する状況ではないが、数年前から空き家

になっており、蔦が絡まってきている状況で、将来的には様々な問題が発

生する恐れがある。 

自治会では、所有者の連絡先等が分からず、不安な状態が続いているの

で対応をお願いしたい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

建物の維持管理は、空き家であっても、所有者が適正に管理を行っていた

だく必要があります。 

しかしながら、経済的問題や相続問題等の理由により、長年放置され老朽

化し、周辺の方々に深刻な影響を及ぼしているものがあり、そのような場合

は、適正な維持管理や除却を行っていただくよう、所有者に対して助言や指

導を行っております。 

また、所有者が度重なる指導等に従わず、改善されない場合は、法に基づ

く勧告や命令、代執行等を視野に入れた、より強い指導を行っております。

ここ５年間では、累計で約 600件の空き家に関する相談があり、解体や修

繕等により約半数の 300件が解決しておりますが、いまだに早急に改善が必

要な老朽化した空き家が約 160件残存しております。 

今後も世帯数の減少により、空き家はさらに増加するものと想定してお

り、空き家対策を強化する必要があると考えており、令和３年４月から空き
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家に関する相談窓口について、活用と除却に関することが別々であったもの

を、市民の方々に分かりやすくなるよう建築指導課に 1本化し、また、老朽

化し危険な空き家を解体する際の費用の一部を助成について、その対象を老

朽化し危険となる恐れがある空き家まで拡大し除却を推進してまいります。

さらに、利用可能な空き家については、不動産市場での流通を促す仕組み

づくりなど、利活用を図ることを積極的に進め、安全安心なまちづくりにつ

とめていきたいと考えています。 

ご相談の倒木事案が発生した空き家につきましては、平成２７年、平成３

０年に繁茂した樹木の道路、民地への越境に関する相談があり、これまで、

所有者等に指導し、庭木の剪定等の対応がなされた経緯があります。昨年９

月の台風以降も、所有者に対し適切な維持管理を行うよう指導しているとこ

ろです。 

また、２件目の蔦が絡まっている空き家につきましては、所有者と連絡が

とれ、定期的に当該家屋を見廻りされており、適切に維持管理されているこ

とを確認しております。 

今後、急変等が発生した際には、所有者の連絡先を頂戴しておりますので、

建築指導課までご連絡ください。 

（空き家に関する相談窓口） 

長崎市建築部建築指導課 建築安全係 

℡０９５－８２９－１１７４（直通） 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 中央総合事務所 地域整備 2課 

要
望
内
容 

【団体名】 立山 2丁目自治会 

【件 名】 立山 24号線道路改良工事について 

【概 要】 

平成 26年から工事が開始された立山 24号線道路改良工事については、7

年目になる現在、未だ入口より 120 メートルほどの進捗状況であり、なか

なか進んでいない。予算等の関係もあるとは思うが、当自治会を含めて立

山は斜面地でもあり、高齢者が多いので、可能な限り早く完成をお願いし

たい。 

【回答内容】 

１ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

本工事については、立山地区の防災性の向上や居住環境の改善を図るた

め、斜面市街地再生事業の一環として、立山 1丁目から立山 2丁目までの斜

面に新たに７１５ｍの道路整備を行うもので、平成２６年度に事業に着手

し、鋭意事業を進めています。 

しかしながら、事業には多くの家屋移転を伴うことなどから事業が長期化

し、現在、事業の進捗は、事業費ベースで約８０％でありますが、権利者個々

の事情により交渉が長期化している状況です。 

現在、上部から工事を進めていますが、未契約の用地が点在しているため、

工事が進まない状況です。 

令和３年度から令和４年度は、優先的に未契約の用地の取得に努め、その

後、生活道路の整備が早期に完成できるよう努めていきたいと考えていま

す。

Ｎｏ．4-1 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 中央総合事務所 地域整備 2課 

要
望
内
容 

【団体名】 立山 3丁目自治会 

【件 名】 立山 24号線道路改良工事について 

【概 要】 

生活道路の整備工事の立山 24 号線改良工事は、年間で 100ｍも進展しな

い工事で、未工事区間を考えると 20年以上かかる。国の予算によるもので

あるので、コロナへ予算を削られてしまってないか、来年度からの工事が

心配である。よって、長崎市の予算取りはできないか。住民は道路で転宅

させられ、人口減少につながっている。少しでも早い完成を要望する。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

本工事については、立山地区の防災性の向上や居住環境の改善を図るた

め、斜面市街地再生事業の一環として、立山 1丁目から立山 2丁目までの斜

面に新たに７１５ｍの道路整備を行うもので、平成２６年度に事業に着手

し、鋭意事業を進めています。 

しかしながら、事業には多くの家屋移転を伴うことなどから事業が長期化

し、現在、事業の進捗は、事業費ベースで約８０％でありますが、権利者個々

の事情により交渉が長期化している状況です。 

現在、上部から工事を進めていますが、未契約の用地が点在しているため、

工事が進まない状況です。 

令和３年度から令和４年度は、優先的に未契約の用地の取得に努め、その

後、生活道路の整備が早期に完成できるよう努めていきたいと考えていま

す。

Ｎｏ．4-2 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 防災危機管理室 

要
望
内
容 

【団体名】 
桜町地区連合自治会 

立山 5丁目自治会 

【件 名】 避難所への交通手段について 

【概 要】 

お年寄りのひとり暮らしがとても多く、9月の台風の時は、避難所へどうや

って行けばよいかと連絡多数あった。私たちで送迎したが、その途中で怪

我をさせてしまわないか不安を感じた。何かよいアイデアはないか。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

日頃から地域の支えあい体制づくりにご協力いただき誠にありがとうご

ざいます。 

災害時においては、過去の事例を振り返りましても行政がすべての方を支

援することはできないことから、自分の命は自分で守る「自助」、自治会や

地域などで協力して助け合う「共助」が重要になりますので、日頃からどの

ような避難行動をとるか考えていただきたいと思います。 

そのためには、日頃の防災意識の向上が重要となりますので、防災講話や

防災マップづくりの際に避難のポイントなどをお伝えしたいと考えており

ますので、ぜひお声掛けしていただければと思います。 

【避難のポイント】 

①避難とは難を避けることを言いますので、ご自身のいる場所が危険なの

か、別の場所への避難（立ち退き避難）の必要があるのかを事前にハザ

ードマップなどで確認してください。

②避難先については、指定避難所への避難だけが有効な避難ではなく、建

物自体が堅牢な場合は、自宅や親族宅、友人宅などへの避難も有効な避

難となりますので、ご自身に合った避難先を事前に考えておいてくださ

い。

③どこに、どのタイミングで、どのような手段で避難するのか日頃から確

認しておいてください。

Ｎｏ．5 
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④避難する際は、早めの避難が重要となりますので、日頃から気象情報や

避難情報を自ら収集し、早めの判断を行ってください。 

⑤一人で避難することが困難な方については、家族や地域におけるささえ

あい体制を構築していただくことも重要です。 

⑥要介護の方など支援が必要な場合は、ショートステイなどの介護サービ

スの利用についてもご検討いただくなど、避難するための事前の準備を

していただきたいと考えております。 

⑦指定避難所などへ避難する際は、毛布や敷物、食料など、各自が必要な

ものを確保し、持参していただく必要がありますので、日頃から携行品

や備蓄等の準備をお願いします。 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 
建築部 建築指導課 

理財部 資産税課  

要
望
内
容 

【団体名】 浜平町自治会 

【件 名】 老朽化危険家屋の対応について 

【概 要】 

当地区は、斜面地であるため、高齢化と若年層の居住離れが進み、少子

高齢化の現象が生じており、老朽化し放置された空き家は、屋根瓦等が飛

散し、樹木が繁茂するなど、近隣居住者は、大変危険性があり、困ってい

る状況であります。 

一つの事例として、浜平２丁目４街区の放置危険家屋の件で、平成 30年

に長崎市に相談しましたが、いまだに何の処理もなされず、放置されてい

る状況であります。 

この他にも、高台には老朽化した家屋や未居住住宅の空き家が約 20～30

軒位あり、その内のほとんどが空き家となっている地区もあります。 

このように、放置家屋が増加する要因の一つには、現在の固定資産税の

うち、宅地を解体し、空き地にすると税額が高くなるので、解体を阻害す

るものと思われます。 

したがって、全国的な問題であり、放置された危険家屋の解体促進を図

るとともに、税制改正を国に緊急に要望を賜りますよう要請いたします。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

建物の維持管理は、空き家であっても、所有者が適正に管理を行っていた

だく必要があります。 

しかしながら、経済的問題や相続問題等の理由により、長年放置され老朽

化し、周辺の方々に深刻な影響を及ぼしているものがあり、そのような場合

は、適正な維持管理や除却を行っていただくよう、所有者に対して助言や指

導を行っております。 

また、所有者が度重なる指導等に従わず、改善されない場合は、法に基づ

く勧告や命令、代執行等を視野に入れた、より強い指導を行っております。

ここ５年間では、累計で約 600件の空き家に関する相談があり、解体や修

Ｎｏ．6 
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繕等により約半数の 300件が解決しておりますが、いまだに早急に改善が必

要な老朽化した空き家が約 160件残存しております。 

したがいまして、本市においては空き家対策を強化する必要があると考え

ており、令和３年４月から空き家に関する相談窓口について、活用と除却に

関することが別々であったものを、市民の方々に分かりやすくなるよう建築

指導課に 1本化し、また、老朽化し危険な空き家を解体する際の費用の一部

を助成について、その対象を老朽化し危険となる恐れがある空き家まで拡大

し除却を推進してまいります。 

さらに、利用可能な空き家については、不動産市場での流通を促す仕組み

づくりなど、利活用を図ることを積極的に進め、安全安心なまちづくりにつ

とめていきたいと考えています。 

ご相談がありました空き家につきましては、平成３０年に相談を受け、建

物所有者に対し状況をお伝えする文書を送付しておりましたが、その後、建

物所有者から連絡はなく、すぐに周囲に影響を与える状況ではなかったこと

から、市としては状況を注視しておりました。 

その後、昨年９月の台風のあとに地元からの相談を受け、現地を確認した

ところ、当初と比べ屋根の損壊が進んでいる状況であったことから、所有者

へ連絡を取り適正な維持管理と計画的に解体を検討するよう、口頭により指

導したところです。 

次に、国への税制改正に関する要望につきまして、回答いたします。 

固定資産税は本来、その資産の評価額に基づいて税額が決定されることに

なっております。しかしながら住宅政策の一環として、住宅が建つ土地につ

きましては、地方税法（第３４９条の３の２）により固定資産税等を軽減す

る住宅用地特例措置があり、税負担の軽減が図られておりますが、住宅を解
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体した場合は住宅用地でなくなることから、軽減の特例措置が受けられず、

土地の固定資産税額は本来の税額に戻ることになります。 

今回の「住宅を解体した場合、固定資産税が高くなることが解体を阻害す

る」とのご意見についてですが、すでに、空き家の中でもそのまま放置すれ

ば倒壊等の危険があり、除却などの勧告を受けた老朽危険家屋の敷地は特例

措置の対象外とされており、住宅が建っていることのみをもって一律に税額

が軽減されるものではありません。 

また、車が通らない、通っても道が狭いなどの斜面市街地等にある空き家

については税額がそもそも高くないことから、仮に解体後も固定資産税の減

額を継続したとしても、解体を促すほどの経済的メリットはないものと考え

ております。 

なお、税制改正の国への緊急要望についてでございますが、これら老朽危

険空き家の問題は全国的な課題となっていることから、全国市長会におい

て、「空き家の発生抑制に資する固定資産税等の住宅用地特例のあり方や相

続登記の義務化等の検討」について国へ要望しているところです。 

その中でも、国においては所有者不明の対応として、相続登記を義務化す

る法律が可決されており、このことによって所有者不明の土地や家屋が減少

することにも繋がり、適正な管理の指導がしやすい環境が整ってくるものと

考えております。 

今後も世帯数の減少により、空き家はさらに増加するものと想定してお

り、空き家対策の強化に努めてまいります。 
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（空き家に関する相談窓口） 

長崎市建築部建築指導課 建築安全係  

℡０９５－８２９－１１７４（直通） 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 市民生活部 自治振興課 

要
望
内
容 

【団体名】 中町自治会、筑後町自治会 

【件 名】 合同集会所の設置について 

【概 要】 
上町、玉園町、筑後町、中町の 4 町で利用できる合同集会所を各町の負担

が少ない形で中町公園へ設置できるよう検討してほしい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

 日頃から各自治会におかれましては、地域の皆さんが地域のまちづくり

のために自主的な活動をされており、様々な取り組みを行っていただいて

いることに対し、感謝申し上げます。 

そのような中、令和２年３月 13日付けで、「４町合同で使用できる集会

所を中町公園に設置してほしい」旨のご要望をいただきました。その際に

は、市が集会所を建設することは困難であること、自治会が集会所を建設

する場合には「長崎市自治会集会所建設奨励費補助金」等を活用できるこ

と、中町公園に集会所を設置する際には一定条件があること等についてご

説明をさせていただきました。 

今回、改めて、４町の負担が少ない形での集会所の設置について、ご要

望をいただいたところですが、長崎市としましては、市の全額負担によっ

て集会所の設置をすることは、困難であると考えております。既にご紹介

させていただいている「長崎市自治会集会所建設奨励費補助金」につきま

しては、新築の際の補助金の額は、交付対象経費の補助率 50％以内の額で、

Ｎｏ．7 
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設計管理費を含め、1,000 万円を上限として支援できますので、本補助制

度をご活用いただきますようよろしくお願いします。 

また、中町公園への集会所の設置につきましては、都市公園の利用の範

囲内（都市公園敷地面積の 4％以内で 100平方メートルを超えない範囲）

であれば集会所設置のための使用許可を行うことが可能となりますので、

今後、具体的に協議をさせていただきますよう、併せてお願いいたします。 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 

まちづくり部  

長崎駅周辺整備室 

土木部 土木企画課 

要
望
内
容 

【団体名】 大黒町自治会 

【件 名】 
新長崎駅前広場への「唐人船」の格納庫の設置及び大黒町周辺への

駐輪場の整備について 

【概 要】 

駅開発に伴い、現在大黒町集会所（唐人船の格納庫）がなくなった。おく

んちの踊り町の際は、毎回そこに格納し、練習は隣のスペースで行ってい

た。 

私たち大黒町としては、練習場所として駅前広場を希望し、観光客をもて

なす意味でも、格納庫をその期間設置してほしい。 

また、大黒町周辺では違法駐輪が多いことから、新たに駐輪場を整備して

ほしい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

駅前広場につきましては、長崎を訪れる観光客の方だけでなく、市民の

皆さまがゆったりとくつろげる憩いの場であるとともに、大規模なイベン

トも開催できるような空間として整備する予定であり、秋の大祭長崎くん

ちの庭先まわりも想定しております。 

ご要望のくんちの練習場としての活用につきましては、現在、広場の利

活用や管理運営方法の検討を行っておりますので、その中で、前向きに考

えてまいりたいと考えております。 

また、唐人船格納庫の設置につきましては、市で設置することは困難で

ありますが、地元で設置していただくことは可能にしたいと考えておりま

すので、具体的な場所や面積などについて、今後、協議させていただきた

いと考えております。 

Ｎｏ．8 

21



次に、駐輪場の整備についてですが、長崎市では、一定の駐輪需要が見

込め、用地費を要しない道路残地や市有地などの確保が可能な場合に、有

料駐輪場としての整備を検討することとしています。 

このような中、大黒町周辺においては、令和元年度に実施した調査では、

たしかに路上駐輪の実態が見受けられるものの、駐輪の実態を詳細に分析

する必要があり、また、現時点で有効な用地が確保できないこともあり、

早急な対応は難しい状況です。 

しかしながら、今後、土地利用の進展も期待できますので、周辺環境の

変化等を注視しながら、引き続き、需要の把握に努めるとともに、民間に

よる整備も含め検討していきたいと考えています。 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 中央総合事務所 地域整備 2課 

要
望
内
容 

【団体名】 樺島町自治会 

【件 名】 樺島町崖下通りの緑化推進について 

【概 要】 

樺島町には、旧県庁坂方面から東に向かって崖が連なっている。崖の入

口（旧県警下）には、崖下近くまで海であった頃の「とも綱石」が残って

いる。後に海は埋め立てられ、崖下には昭和 30年頃まで住居が建っていた。

今は住居は取り払われ、公民館が建ち、周辺は緑地帯になっている。樹木

（昭和 45 年頃植樹されたと思われる。）もかなり大きくなっており、草木

が茂り整えるのに手を焼いている。崖下通り緑地帯の整備は当自治会の従

前からの願いである。 

ついては、「表題」について、下記の通り提案する。 

(1)緑地帯（約 200ｍ程）の整地

(2)崖下に列をなしている 6つの井戸の歴史的考証（保存か埋め戻して緑

地にするか） 

(3)大きくなった樹木の伐採と多品種の植樹

(4)緑地と道路の境石を高くし強化する（土が道路に流れ出ている所があ

る） 

(5)緑地と道路の境の手摺りの取替及び新設（鉄製の手摺りが錆びて朽ち

ている） 

(6)長崎の花「あじさい」を崖に沿って植え、「あじさい通り」としたら

どうか。町の中に、中央郵便局方面から崖下を通って旧県庁跡地の広場へ

つながる、良い散歩道ができるのではないか。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

樺島町崖下通りの緑地帯については、市の管理となっていることから、樹

木の状況調査を行い、道路上に枝が伸び、支障となっているものや、落ち葉

によって路面が滑りやすくなる場合など、必要に応じて樹木の剪定や伐採を

行うこととしており、先般、高木を 10本伐採しました。 

また、井戸の歴史的考証や手摺の取替等のご提案につきましては、この緑 

Ｎｏ．9 
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地帯をどのように活用・整備するかについて、地域の皆様との意見交換はも

ちろんのこと、石垣の顕在化や周辺地域の歴史性なども考慮しながら、検討

していきたいと考えております。 

また、紫陽花については、中島川沿いに装飾していた紫陽花を、この緑地帯

に地植えするために、先般、50株提供させていただきました。 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 教育委員会 適正配置推進室 

要
望
内
容 

【団体名】 
新興善地区連合自治会 

興善町自治会 

【件 名】 
中心部におけるマンション建築増加に伴う児童、生徒の増加の予測

について 

【概 要】 

近年、中心部におけるマンション建築が増加しているが、これにより、

小中学校の児童、生徒の増加をどのように予測されるのかお示し願いたい。  

現在、検討されている三中学校（長崎、片淵、桜馬場）の統廃合にして

も、片淵中学校が新築移転されたのが平成 15年 4月、統廃合が検討され始

めたのが数年前と、新築移転より 14年程度の時期かと思われるが、児童、

生徒の人数の予測を誤ると手狭な校舎を理由に校区の再編、校舎の増築等

と問題が複雑化されることが予想される。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

長崎市の児童生徒数は、昭和 30年代のピーク時には約 11万人を数えてお

りましたが、全国的に少子化が進む中で、平成元年度には約 5万 9千人と約

半数となり、平成 30 年度には、約 2 万 8 千人とピーク時から 7 割を超えて

減少している状況です。 

そのため、長崎市では、子どもたちが集団生活の中で活気に満ちた活動が

できる学校規模を確保することを目的に、学校の将来的な児童生徒数を基に

して、地区ごとの具体的な実施計画（案）を作成し、対象となる学校の保護

者や地域の皆さまと意見交換を重ねながら、学校規模の適正化と適正配置に

取り組んでいるところです。 

その中で、中学校においては、9学級から 18学級（特別支援学級除く）を

有する中学校を適正規模と位置付けておりますが、令和 3年度には、長崎中

学校が、6学級の 199 人、隣接する片淵中学校においても 5 学級の 131人と

小規模化が進んでいる状況です。 

また、近隣の桜馬場中学校においては、令和 3 年度には、12 学級の 436

人と適正規模の学校であるものの、将来的には小規模化することが懸念され 
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ております。 

これは 3中学校の区域が、中心市街地に位置していることから、少子化に

加え、県立や私立の中学校に進学する傾向が高く、それが生徒数の減少につ

ながる要因となっており、このような状況を踏まえ、これら 3中学校を 2校

または 1校に統合するための協議を進めているところです。 

お尋ねの将来的な児童生徒数の予測につきましては、全市的に学校区毎に

住民基本台帳に基づき出生数の人口動態を把握するとともに、マンション建

築や転勤等の社会動態の動向を加味した上で将来的な児童生徒数を推計し

ております。 

新規のマンション建築についても、関係部局と連携し、建築計画を参考に

して、影響の有無を分析しその動向を注視しておりますが、中心部における

ファミリー向けマンションの新築では、一時的な生徒数増加につながるもの

の、中長期的な視点で見た場合には、生徒数の減少傾向が今後も続くことが

想定されますので、ご指摘の中学校の統合に影響を及ぼす可能性は低いもの

と見通しております。 

今後、統廃合を進めるに当たりましては、子どもたちの将来を見据えなが

ら、よりよい教育環境を目指し、引き続き保護者や地域の皆さまと十分な意

見交換を行い進めてまいります。 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 環境部 廃棄物対策課 

要
望
内
容 

【団体名】 万才町自治会 

【件 名】 市民大清掃の実施時期について 

【概 要】 8月にある市民大清掃を涼しい時期に変更してほしい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

 市民大清掃につきましては、8月の第 1日曜日を統一実施日としておりま

すが、実施団体ごとに時期をずらして実施することも可能としております。

 この統一実施日については、これまでも実施団体からのご意見を基に検討

を行ってきており、平成 30 年度及び令和 2 年度にアンケート調査を実施い

たしました。 

 市民大清掃は、まちをきれいにして 8月 9日の原爆犠牲者慰霊平和祈念式

典の日を迎えようとすることや、あまり早い時期に市民大清掃を実施する

と、夏場のため雑草がまた生い茂るということなどもあり、8 月の第 1日曜

日に実施したいと考えられる団体が多いアンケート結果となっております。

そのため、8 月の統一実施日は残しながらも、団体ごとに前後に１・２か

月ずらして実施を可能としつつ、暑さを少しでも避けるため、令和元年度か

ら開始時間を１時間早め、７時開始を目安とさせていただいております。 

 団体ごとに実施時期が変更できることの周知については、年度初めに各団

体に向けて、実施の有無及び時期の確認をさせていただいておりますが、周
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知が行き届いていない部分があったかと思いますので、今後は、よりわかり

やすくご案内ができるよう努めてまいります。 
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街を美しくする運動推進協議会事務局
（環境部廃棄物対策課内）

○　平成３０年度アンケート結果（回答数６１８件）

○　令和２年度アンケート結果（回答数７７９件）

市民大清掃実施時期の見直しに係るアンケート

※令和元年度以降の取組
　・統一実施日の開始時刻を８時から７時へ変更
　・参加団体ごとに実施日の変更が可能であることの周知を強化

現状どおりでよい

（６０件）
10%

統一実施日は変

更せず、開始時間

を早める（２７９件）
45%

統一実施日は変更

し、春頃又は秋頃に

実施する（１９７件）
32%

統一実施日を廃止

し、各自治会で実

施する（６８件）
11%

その他（１４件）
2%

今のまま（７時開始）

でよい（５２０件）
67%

統一実施日は変更し、

春頃又は秋頃に実施

する（１６４件）
21%

統一実施日を廃止

し、各自治会で実施

する（８６件）
11%

その他（９件）
1%
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 中央総合事務所 地域整備 2課 

要
望
内
容 

【団体名】 五島町自治会 

【件 名】 五島町公園について 

【概 要】 

公園を活用した取組みを行っており、清掃もしている。 

30 年ほど前、遊具、すべり台等を取りのぞいた時に土の入替も行われ、

子供達にとって安心、安全で良かったが、近年風雨の影響でセメントの部

分が現れてとても危険であった。併せて、くんち踊りの練習場所として中

心部に石畳を敷く等の整備ができないか。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

 五島町公園は、商店街、住宅、事務所等が混在した中にある公園で、児童

及び地域住民の憩いの場として昭和 42年に開設され、平成 10年に再整備を

行っております。 

ご指摘の土砂が流出し、公園内に段差ができている箇所につきましては、

今後、土砂の流出が進めば、さらに段差が広がることが想定されるため、先

般、段差解消を行いました。 

また、くんち踊りの練習場所につきましては、公園を活用し地域の賑わい

を創出することは大変重要なことだと考えておりますが、子供たちの遊び場

としての公園でもあることから、今後、まちなか地区の公園のあり方につい

て、周辺の公園との整合性を含めた検討、整備計画を行っていきたいと思い

ます。 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 市民生活部 自治振興課 

要
望
内
容 

【団体名】 金屋町自治会 

【件 名】 自治会役員のなり手不足について 

【概 要】 自治会等の次期役員のなり手がなくて困っている。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能   ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（地域に寄り添った支援を行う） 

 金屋町自治会におかれましては、地域の皆さんが地域のまちづくりのた

めに自主的な活動をされており、様々な取り組みを行っていただいており

ますことに対し、感謝申し上げます。 

そのような中、自治会役員のなり手が少なくなり、自治会活動を継続し

ていくことに難しさを感じているというお声をいただきました。 

この要因としましては、自治会員が減ってきている、自治会役員の要務

の負担が大きく感じられ、担うことが難しいかたが増えているなどがある

と考えられます。 

自治会員の減少につきましては、まずは、自治会活動への理解を深めて

いくことが大切であると考えており、そのためにも、負担感が少ない地域

の活動に参加を呼びかけることなどから地域のまちづくり活動へのきっ

かけとしていただきたいと思います。 

また、自治会役員を務めることの難しさについては、ICT の活用などを

含め、役員の業務の負担を少しでも軽減することができないか少しでも見

Ｎｏ．13-1 
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直しができればと考えています。 

しかしながら、すべての課題をすぐに解決することは難しいと思いま

す。できることから、少しでも自治会に関わる人を増やし、次の担い手を

見つけることができればと思います。本市としましても、地域の皆さんに

寄り添いながら、関係所属が連携して支援してまいります。 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 市民生活部 自治振興課 

要
望
内
容 

【団体名】 桜町自治会 

【件 名】 自治会の活動人員の高齢化 

【概 要】 

マンションが増えているが、近所の交流は少なく、どのような方々が住ん
でいるかも分からない。若年層に自治会活動への参加の呼びかけもできず、
会の高齢化が進み、若い人の参加は少ない状況である。活動が難しくなる。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能   ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（地域に寄り添った支援を行う） 

桜町自治会におかれましては、地域の皆さんが地域のまちづくりのため

に自主的な活動をされており、様々な取り組みを行っていただいておりま

すことに対し、感謝申し上げます。 

そのような中、若年層の自治会活動への参加の呼びかけができず、高齢

化が進み役員のなり手が少なくなり、自治会活動を継続していくことに難

しさを感じているというお声をいただきました。 

ご指摘のように、若い世代の皆さんに活動にご参加いただけないことに

ついては、多様な働き方により、活動の時間が合わないことや、自治会活

動への理解が得られていないことなどが要因であると考えられます。 

これらを少しでも解消するためには、自治会活動の中でも、ご家族のか

たが気軽に参加できるような催しをご案内するなどきっかけづくりが必

要であると考えています。また、自治会活動への理解を深めていただくこ

とに関しましては、長崎市としましても、広報ながさきを通した自治会活

動の紹介等様々な機会を得て、自治会活動の目的等をお知らせしていきた
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いと考えています。 

すべての課題をすぐに解決することは難しいと思いますので、できるこ

とから、少しでも自治会に関わる人を増やすことができればと思います。

本市としましても、地域の皆さんに寄り添いながら、関係所属が連携して

支援してまいります。 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 市民生活部 自治振興課 

要
望
内
容 

【団体名】 炉粕町自治会 

【件 名】 町内活性化のための行事について 

【概 要】 

マンションの居住者について情報が入らず、あいさつもままならないこと
が多い。町内活性化の行事を企画しているものの、役員の負担大きく、実
施する場所がなく苦慮している。 

【回答内容】 

  １ 可  能   ２ 一部可能   ３ 不 可 能   ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋   ６ その他（                  ） 

炉粕町自治会におかれましては、地域の皆さんが地域のまちづくりのた

めに自主的な活動をされており、様々な取り組みを行っていただいており

ますことに対し、感謝申し上げます。 

そのような中、自治会の範囲内のマンションの居住者の情報が入らず、

あいさつもままならず、自治会活動に難しさが生じているというお声をい

ただきました。地域にお住いのかたが分からず、地域の皆さん同士のコミ

ュニケーションが図られにくいということについては、もどかしさを感じ

ておられることと思います。ご近所でお見かけする際に、何気ない声をか

けあうことから、目に見えない関係性が生まれ始め、少しずつ、信頼関係

を築いていくことにつながっていくことと思いますので、難しいところが

あるかとは思いますが、地域の皆さんでできる範囲で、始めていただけれ

ばと思います。 

また、町内活性化の行事についてですが、ご指摘のとおり、役員の皆さ

んの負担が大きくなると、開催すること自体難しくなってきますので、例
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えば、ICT の活用等を含めて、準備・運営などの役割をできる限り少なく

することや、役割自体を多くの人に担っていただくことで一人ひとりの負

担感を軽減することなどをご検討していただく中で、地域の皆さん同士が

交流できる催しを開催していただければと思います。 

  開催する会場については、ご希望の用途や規模等に合わせまして、様々

な公共施設等の利用について、地域の皆さんと一緒に考えさせていただけ

ればと思いますので、その際にはご相談くださいますようよろしくお願い

します。 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 
秘書広報部 広報広聴課 

教育総務部 生涯学習課 

要
望
内
容 

【団体名】 馬町自治会 

【件 名】 講習会開催に対する支援について 

【概 要】 

・大人へと成長していく自治会会員の皆さんに対して、自治会として講習

会（介護、躁鬱病、学習障害など）を開催するにあたり、支援ができない

か。 

・学校主催で保護者向けに講習会が開催できないか。 

【回答内容】 

  １ 可  能   ２ 一部可能   ３ 不 可 能   ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋   ６ その他（                  ） 

長崎市では、市民の皆様等へ積極的に市政に関するＰＲを行い、市政に関 

する理解を深めていただくととともに、官民協働でまちづくりを進めるパー

トナーシップ型行政の推進を図るため、「市政と暮らしの出前講座」を実施

しています。令和３年度は 78 の講座メニューがあり、主に高齢者サロンや

自治会、学校等にご活用いただいております。 

 出前講座は、市内にお住まいか、市内に通勤・通学されている原則 15 人

以上のグループであれば、どなたでも申込みいただくことができ、講演料や

交通費は不要ですので、ぜひご活用ください。 

 また、保護者向けの講習会につきましては、学校やＰＴＡ主催で、ファミ 

リープログラムという、保護者同士が子育てについて少人数のグループに分 

かれて学びあうプログラムを実施しており、積極的に活用していただくよう 

に呼びかけておりますが、社会教育等の講習会は実施しておりませんので、 

学校や PTAから前記出前講座の申込みをご検討いただけたらと思います。 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 環境部 廃棄物対策課 

要
望
内
容 

【団体名】 
桜町地区連合自治会 

桶屋町自治会 

【件 名】 ポイ捨て区域の拡大について 

【概 要】 タバコの吸い殻等のポイ捨て区域の拡大をお願いしたい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

 長崎市では平成 21 年度から「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に

関する条例」を施行し、人通りの多い商店街や観光地などを「ポイ捨て・喫

煙禁止地区」として指定しているほか、それ以外の市内全域においても吸い

殻等のポイ捨てを禁止し、屋外の公共の場所における喫煙をしないように努

力義務を課しております。 

 桶屋町は大部分がポイ捨て・喫煙禁止地区ではありませんが、今後新市庁

舎が完成し、利用が始まることで人の流れが変化することが予想されますの

で、状況の変化を見極めながら、必要に応じて対策を講じていきたいと考え

ております。 

今後も、屋外での喫煙マナーを守っていただくために、ポイ捨てや喫煙禁

止の周知・啓発に努めてまいります。 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 中央総合事務所 地域整備 2課 

要
望
内
容 

【団体名】 大井手町町自治会 

【件 名】 宮の下公園の整備について 

【概 要】 

宮の下公園が整備されてから 40数年になる。最近、地面の傷みがみられ

るようになってきた。土砂が雨水で流され、石ころが浮き出てきている。

公園には、天気の良い日は毎日保育園児が遊びにきているので、石ころ等

で怪我しないか心配している。 

そろそろ整備工事の時期にきていると思うので、整備をお願いしたい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

 宮の下公園は、市の中央部にあって、近隣の保育園児や地域の児童に利用

されている公園で、昭和 24 年に開設され、昭和 62 年と平成 20 年に再整備

が行われております。 

ご指摘の土砂が流出し、石ころが浮き出ている箇所については、現地確認

の結果、公園利用上危険性があると思われますので、現在行っているブロッ

ク塀の改修工事に併せて対応を行いたいと考えております。

公園の整備につきましては、宮の下公園を含めたまちなか地区の公園のあ

り方について、周辺の公園との整合性を含めた検討、整備計画を行っていき

たいと思います。 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 建築部 建築指導課 

要
望
内
容 

【団体名】 立山 2丁目自治会 

【件 名】 空き家対策について 

【概 要】 

斜面地のため、転居等により空き家が増え放置されている状況で、建物

の老朽化と草木が茂り放題の箇所も随所見受けられ、通行上危険と思われ

るような場所もあるので、市の方で調査をして、所有者へ撤去等の強い指

示・指導をお願いしたい。 

以前市に相談し、網掛け等の対応がされた物件についても、庭木が繁茂

し街灯も隠れてしまっているが、以前、所有者から対応できない旨の連絡

があった。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

建物の維持管理は、空き家であっても、所有者が適正に管理を行っていた

だく必要があります。 

しかしながら、経済的問題や相続問題等の理由により、長年放置され老朽

化し、周辺の方々に深刻な影響を及ぼしているものがあり、そのような場合

は、適正な維持管理や除却を行っていただくよう、所有者に対して助言や指

導を行っております。 

また、所有者が度重なる指導等に従わず、改善されない場合は、法に基づ

く勧告や命令、代執行等を視野に入れた、より強い指導を行っております。

ここ５年間では、累計で約 600件の空き家に関する相談があり、解体や修

繕等により約半数の 300件が解決しておりますが、いまだに早急に改善が必

要な老朽化した空き家が約 160件残存しております。 

今後も世帯数の減少により、空き家はさらに増加するものと想定してお
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り、空き家対策を強化する必要があると考えており、令和３年４月から空き

家に関する相談窓口について、活用と除却に関することが別々であったもの

を、市民の方々に分かりやすくなるよう建築指導課に 1本化し、また、老朽

化し危険な空き家を解体する際の費用の一部を助成について、その対象を老

朽化し危険となる恐れがある空き家まで拡大し除却を推進してまいります。 

さらに、利用可能な空き家については、不動産市場での流通を促す仕組み

づくりなど、利活用を図ることを積極的に進め、安全安心なまちづくりにつ

とめていきたいと考えています。 

ご相談がありました空き家につきましては、平成２６年度に自治会から相

談を受けた当時は、周辺へ悪影響を及ぼす箇所は見受けられない状況であ

り、所有者へ適正に維持管理するようお願いした経緯があります。 

今回の要望を受け、再度現地確認し、空き家が老朽化した状況を把握しま

したので、所有者へ連絡を取り解体してもらうよう口頭により指導したとこ

ろです。 

当該物件は、周辺への影響が大きいため、解体工事費の一部を補助する制

度（特定空家等除却費補助金）を紹介するなど、早急な対応を促すとともに、

そのまま対応がなされない場合は、勧告等を含め、より強く指導してまいり

ます。 

 

（空き家に関する相談窓口） 

長崎市建築部建築指導課 建築安全係  

℡０９５－８２９－１１７４（直通） 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 
理財部財産活用課 

中央総合事務所中央地域センター 

要
望
内
容

【団体名】 
桜町地区連合自治会 

玉園町自治会 

【件 名】 市の駐車場の一部提供について 

【概 要】 
公用車駐車場の一角を倉庫、もやい船を作る場所として提供してほしい。 

公用車駐車場が使えないときは、どこに相談すればよいか。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

公用車駐車場（玉園駐車場）は、新庁舎への移転後も、現在の別館跡地に

整備する公用車駐車場が完成するまでの間、公用車駐車場として使用するこ

と、また、駐車場の移転後には売却などの有効活用を図る必要があることか

ら敷地の一部提供は困難と考えています。 

なお、別館跡地に公用車駐車場が完成するまでの間は、もやい船の制作期

間に玉園駐車場の一部を使用できるよう車両を移動するなど調整すること

としています。 

また、自治会等の活動の場として近隣の市有地を含め公有地等の利用のご

希望がございましたら、地域の相談ごとの窓口として市役所本館１階地域支

援室にまちづくり担当職員がおりますので、お気軽にご相談ください。 

Ｎｏ．18 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 環境部 廃棄物対策課 

要
望
内
容 

【団体名】 西坂町中自治会 

【件 名】 高齢者のゴミ捨ての手助けについて 

【概 要】 

当自治会では、「仲 仲 ちょいと ボラ会」という会をつくり、高齢者

のゴミ捨ての手助けなどを行っている。このような制度を全市的に展開で

きないか。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（   ） 

高齢者のゴミ捨ての手助けにつきまして、西坂町中自治会におかれまして

は、自治会独自で町内の高齢者宅のゴミ捨て、電球替えなどを行うボランテ

ィア組織を形成し、ちょっとしたことに困っている高齢者を助ける活動を２

年ほど前から取り組まれているとお聞きいたしました。 

また、西坂町中自治会の他にも、市内各地で同様の形で高齢者へのボラン

ティア支援に取り組まれている地区もあると聞き及んでおります。

長崎市では、一人暮らしの高齢者や障害者の方など、一定の条件がある方

で、ごみ出しが常時困難である世帯につきましては、定期的に職員が玄関ま

で出向き、安否確認のための声掛けを行うとともに、ごみの収集を行うふれ

あい訪問収集事業を行っております。 

今後、しばらくの間は高齢者の増加が見込まれていることから、通常のご

み出しが常時困難な高齢者の方などにつきましては、現時点においては、ま

ずは可能な限り、このふれあい訪問収集事業で対応してまいりたいと考えて

おります。 

しかし、当該事業の対象とならない方々のごみ出しの負担軽減策につきま

しては、今後における市の重要な課題であると認識しており、他都市におき

ましても様々な取組みがなされておりますので、西坂町中自治会の取組みも

含め、色々な事例を参考にさせていただきながら、その方策を検討してまい

りたいと考えております。 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 
まちづくり部  

長崎駅周辺整備室 

要
望
内
容 

【団体名】 御船蔵町中自治会 

【件 名】 新 JR長崎駅前広場へモニュメントとしてアンゼラスの鐘の設置 

【概 要】 

長崎市への玄関口として駅前広場へ長崎らしいモニュメントをと考えた。

例としてアンゼラスの鐘。今年の NHK の朝ドラ「エール」を見て、観光客

の集合場所、又、平和都市のイメージにふさわしいと考えた。出来れば、

一日に一度鳴らして頂ければ長崎らしさを感じて貰えるかなと思う。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

 駅前広場は、来訪者に長崎の第一印象を与える場所であるとともに、周囲

には大型の商業施設などが立地し、駅利用者をはじめ、常に多くの市民や観

光客が往来し交流や賑わいが生まれる場所であることから、現在、来訪者を

もてなす玄関口としての空間づくりをはじめ、長崎らしさを象徴するような

広場となるよう設計を進めているところです。 

 長崎らしさを表現するためには、待ち合わせ場所となるようなシンボル性

の高いモニュメントを設置することも重要な要素であると認識しておりま

す。 

今後、モニュメントの設置内容や決定方法など、ご提案も参考にしながら

具体的に検討を進めて参りたいと考えております。 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 
まちづくり部 

公共交通対策室 

要
望
内
容 

【団体名】 浜平町第一自治会 

【件 名】 乗合タクシーについて 

【概 要】 

浜平一方通行に目覚町からの「乗合タクシー」等を市も検討してほしい。 

以前、ミニバスが一方通行にも通らないか、連合自治会で話し合ったことがあ

った。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（   ） 

 バス停から一定の距離があり、住宅が連坦した 5ha以上の区域を「バス空

白地域」と定め、そのうち、道路幅員などの制約で将来的にも路線バスの進

入が見込まれず、かつ一定の人口規模を有し需要が見込まれる５地区で乗合

タクシーを導入しています。

浜平一方通行の沿線の一部は、バス停から遠く、高低差が大きい場所もあ

ることは認識していますが、面積要件からバス空白地には該当していないこ

とから、乗合タクシーの導入は困難と考えています。 

なお、乗合タクシー以外による地域の移動手段の確保策としては、「タク

シーの乗り合わせ」や、法に基づく登録や許可を要しない「ボランティア運

送」といった地域が主体となった運行方法もあります。長崎市としては、こ

のような共助による移動手段の導入を地域で検討される場合は、できる限り

支援していきたいと考えていますのでご相談ください。 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 
土木部 土木企画課 

土木部 土木建設課 

要
望
内
容 

【団体名】 大黒町自治会 

【件 名】 県営バスターミナル開発について 

【概 要】 

・県営バスターミナル建替にあたっては、仮に計画より規模が小さくなっ

たとしても、移転ではなく大黒町内で整備してほしい。

・新バスターミナルの建設計画を立てる際は、混雑防止や避難場所やイベ

ントができる高架広場（ペデストリアンデッキ）を確保してほしい。

・あわせて、新バスターミナル周辺の電線類地中化、街路灯整備をお願い

したい。

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

令和２年 7月の「長崎市中心部の交通結節等検討会議」において取りまと

められた基本計画では、「大黒町側に中長距離用のバスターミナルを整備し、

前面の国道上に路線バスの停留所を集約する」、「駅側とバスターミナルをデ

ッキで結び、駅とまちを連携させて、回遊性を強化する」、「デッキに動く歩

道を設置するとともに、デッキとバス停・電停をエスカレーターやエレベー

ターで繋ぎ、歩行者の移動を支援する」との基本方針が示されたところです。 

県営バスターミナルについては、この基本方針を受け、長崎駅側に移転す

る計画が一旦白紙となり、大黒町側での建替えを前提に、長崎県において地

権者の皆様やバス事業者などへアンケート調査を実施するとともに、施設の

規模や事業手法などについて検討に着手したところであり、令和３年度にお

いても引き続き、地権者の皆様のご意向等も踏まえながら、検討が進められ

ていくことになっています。 
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 また、ペデストリアンデッキにつきましても、バスターミナルの検討が深

度化されていく中で、その位置や規模などについて、整理されていくものと

考えています。 

長崎市としましても、長崎駅前の交通結節機能の強化に向け、長崎県や地

域の皆様とともに取り組んでいきたいと考えています。 

次に、電線類の地中化につきましては、これまでも「長崎駅前地区まちづ

くり協議会」の場などにおいて地元の方と意見交換をさせていただいている

ところですが、駅前商店街付近は歩道が無かったり、有ったとしても幅員が

が狭く、電線等を埋設する場合に必要となる地上機器の設置場所の確保が物

理的に困難な状況にあり、九電やＮＴＴなど電線管理者からも地中化による

無電柱化は難しいとの意見をいただいています。 

そこで、地中化以外の方法として、軒下配線、裏配線による方法や、電柱

を道路の片側に集約し上空を横断する電線を極力減らすことで電線を整理

する方法について地域の皆様へ提案させていただきましたが、軒下配線や裏

配線では敷地内や建物に新たな配線が生じたり、電柱を集約する方法ではそ

の新設場所を確保する必要があること、また、電線管理者としては急を要し

ない電線整理にかかる費用負担をどうするかなども問題があり、いずれの対

応も困難な状況です。 

そのような中、大黒町内でバスターミナル建替えを前提とした検討が始ま

ったところですので、その整備範囲や周辺の道路計画などを踏まえながら、
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引き続き電線管理者と協議していきたいと考えています。  

 同様に、街路灯の整備についてもバスターミナル建替計画の状況を踏まえ

ながら、検討してまいりたいと考えています。 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 市民生活部 自治振興課 

要
望
内
容

【団体名】 元船町自治会 

【件 名】 自転車の安全規制について 

【概 要】 
夢彩都周辺の歩道での自転車走行量が増加しているため、安全規制の標識

設置をお願いしたい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

日頃より、地域の交通安全にご協力いただき、この場を借りてお礼申し上

げます。 

現在、長崎市では、長崎県警察などの関係機関や関係団体と一体となって、

春、夏、秋、年末の交通安全運動等をはじめ、各種イベントやキャンペーン

などによる交通安全意識の啓発に取り組んでいます。 

ご要望いただいております夢彩都周辺における自転車走行の安全規制の

標識等の設置につきましては、長崎警察署及び道路管理を行う長崎振興局等

が管轄となります。 

ご要望いただいている内容をお伝えしたところ、 

『道路交通法において、自転車は原則、車道を通行することになっていま

すが、やむを得ない場合などは歩行者を妨害しないように歩道を通行するこ

とができます。 

このように、自転車が例外的に、適法に歩道を通行できる場合もあるので、

標識の設置や交通規制を行っておりません。今後、警察や長崎振興局等にお
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いて、現状を確認のうえ安全対策について検討をしていきます。』 

とのことでした。 

なお、長崎市では、正しい交通ルールやマナーを身につけ、自転車を安全

に利用していただくために、自転車の安全利用を本市ホームページにおいて

呼び掛けるとともに、外国人留学生に対しては、自転車の安全利用に関する

英語、中国語、韓国語のチラシを製作し、留学生支援センターを通じて配布

するなどしております。 

今後とも、関係機関や団体と連携し、自転車の安全利用については、周知・

啓発に取り組んでまいりますのでご理解いただきますようお願いします。 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 環境部 環境政策課 

要
望
内
容

【団体名】 金屋町自治会 

【件 名】 ハトの糞について 

【概 要】 町内のいくつかのビル（マンション）等では、ハトの糞に困っている。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

ハトの糞にお困りとのことですが、ハトをむやみに捕獲したりすることは

鳥獣保護法で禁止されているため、まずはハトを寄せ付けない環境づくりが

重要になります。 

そこで、対策の一例としては、ハトの糞があるとハトが寄ってくることが

考えられるため、まず糞を掃除し清潔さを保持したうえで、ハトが集まりや

すい場所に防護ネット等の侵入防止対策を講じる方法が効果的だと思われ

ます。 

また、個人で対応できない場合は、専門業者に防除処理を依頼する方法も

ありますし、ビル等の前面道路がハトの糞によりお困りの際は、道路管理者

にご相談ください。
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 中央総合事務所 地域整備 2課 

要
望
内
容

【団体名】 金屋町自治会 

【件 名】 ＫＴＮ横道路の信号機設置について 

【概 要】 
ＫＴＮ社屋の隣の坂道はこれまでにも交通事故が発生しているので、信

号機を設置していただきたい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

ＫＴＮ横道路への信号機設置につきましては、所管の長崎警察署交通課に

確認しましたところ、現在の交通事情及び地元の意見等を踏まえ調査及び検

討を行いたいとの回答でしたので、直接、長崎署へ要望をして頂くと同時に、

市からも要望書を提出したいと思います。
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o
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5
信
号
機
設
置
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置
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 【担当部課名】 

まちづくり部 景観推進室 

文化観光部 観光交流推進室 

要
望
内
容

【団体名】 桜町地区連合自治会 

【件 名】 歴史的町並みの保護について 

【概 要】 

昔は長崎港の水面が見えていたが、今ではマンションばかりである。高さ

制限などの対策が取れないか。また、石碑について、気づいてもらえるよ

うな努力が必要ではないか。歴史的町なみが失われた後に後悔しないよう

に心掛けてほしい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

 長崎市では各地域に培われた歴史や多様な文化が相互に作用しあい形

成された特色のある景観があり、それらを理解し将来に引き継ぐ景観づく

りを進めております。 

その中で、歴史・文化・町並みに特徴を持ち、全市の景観形成の先導的な

役割を持つ、市内 7か所の地区を景観形成重点地区に指定し、高さの制限

だけではなく、町並みの連続性や周囲の建築物等との調和も含めた景観形

成基準を設けており、長崎公園等の高台から展望できる、中島川・寺町地

区も景観形成重点地区の一つに指定し、歴史的町並み等の保全に努めてお

ります。 

 石碑の移設など環境整備については、設置者と協議が必要と考えられま

すが、まずは長崎の歴史を知ってもらい現地を訪れてもらうことが大切で

あり、今年は長崎開港 450周年にあたることから、まちに残る逸話や史跡

を紹介する様々な取組みが行われることとなっています。 
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回 答 票 長崎 
地区 

【担当部課名】 文化観光部 観光政策課 

要
望
内
容

【団体名】 桜町地区連合自治会 

【件 名】 犬の観光地への進入禁止について 

【概 要】 

犬の糞や小便の放置に困っているので、犬の観光地への進入禁止をお願い

したい。 

（小便は流しているが乾くと意味がない。染みている部分の色が変わって

いる。季節によっては臭いがひどい。） 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

長崎市では、「長崎市犬取締条例」により、飼い主に対し、犬のふん尿

の衛生的な処理（ふんの持ち帰りや排尿後の水での洗い流し等）を義務付

けておりますが、犬の観光地への進入禁止を定める例規等はなく、また、

統一的に観光地への進入を禁止することはできないものと考えておりま

す。 

しかしながら、観光地としての満足度向上や公衆衛生などの観点から、

犬の糞や小便の放置は課題であると認識しており、他人の迷惑となるよう

なふん尿の処理等が認められる場合には、掲示物などを用いた個別対応を

行うなど、検討を行う必要があると考えております。 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 市民健康部 動物管理センター 

要
望
内
容

【団体名】 
桜町地区連合自治会 

桶屋町自治会 

【件 名】 野良猫に対する対応について 

【概 要】 
野良猫によるゴミ漁りと糞に困っているので、野良猫に餌を与える人に対す

る指導をお願いしたい。これまで市は対応をしていない（しない）。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

猫による糞尿等の生活環境被害については、猫の放し飼いや所有者のいな

い猫（以下「野良猫」といいます。）への不適切な餌やり行為が主な原因と

なっており、これらに対する数多くの相談・苦情が動物管理センターに寄せ

られている状況です。 

これらの対策として、広報誌などの広報媒体による猫の適正飼育などの啓

発活動に加え、自治会への啓発看板やちらしの提供、苦情発生地域での車載

スピーカーによる音声啓発、猫の放し飼いや野良猫への不適切な餌やり行為

をしている人が判明できれば直接指導を行っております。 

また、桶屋町における野良猫による生活環境被害については、今は空き店

舗となっている勝山市場内における、段ボール箱等で作られた猫の寝床の設

置及び野良猫への餌やり行為が主な要因と考えられます。 

このことから、旧勝山市場の現所有者に連絡を取り、令和 3 年 1 月 12 日

に、現所有者、勝山町町友会（勝山町自治会）会長、動物管理センターの共
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同で、野良猫への餌やり等の現地調査を行い、対応策を協議し、現所有者に

おいて、私有地である旧勝山市場内への立入禁止及び野良猫への餌やり禁止

の貼り紙を貼る対応を行ったところです。 

なお、長崎市では、平成 26 年度から野良猫による生活環境被害の抑制、

猫の引き取り数と殺処分数を減らすため、野良猫への不妊・去勢手術を行う

市民に対し、手術費用を助成するまちねこ不妊化推進事業を実施していると

ころです。 

また、人と野良猫との共生を図る地域の取り組みとして、野良猫の数の減

少と野良猫による生活環境被害の削減、地域コミュニティの形成を目的とし

て、自治会等の中で役割を決めて、野良猫の不妊・去勢手術を行い、定期的

な給餌、糞尿の清掃などを行うなどのいわゆる地域猫活動というものがあ

り、長崎市においても地域猫活動に取り組む地区がひろがってきていますの

で、貴自治会におかれましてもご検討いただければと存じます。 

野良猫による生活環境被害を減らして行くためには、地域の自治会の皆様

との情報共有、連携及び協働が必要です。 

対策方法等も含め貴自治会の皆様と一緒に取組んでまいりたいと考えて

おりますので今後ともご協力のほどお願いいたします。 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 文化観光部 観光交流推進室 

要
望
内
容

【団体名】 
桜町地区連合自治会 

炉粕町自治会 

【件 名】 観光客のマナーについて 

【概 要】 

今は少なくなったが、中国人の観光客集団が多数、神社に参拝し、騒音、

ゴミ、マナーの悪さ等でとても悩まされた。防犯上の問題もあった。今後

あの対策を考えてほしい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（  ） 

 中国を発着とする大型クルーズ客船の来港時を中心に、外国人団体観光客

が街なかを集団で往来することがございます。外国人団体旅行客が及ぼすマ

ナーの問題は、文化の違いに起因する部分が大きいと考えられ、これまでに

は、中国語で文化の違い（ポイ捨ての禁止等）を周知するチラシ等を製作し、

バス会社・商店街等へ配布しております。 

 現在クルーズ客船の寄港は無い状況ですが、再開後については、団体旅行

を取り扱う旅行会社やバス会社に対し、市民生活に影響するトラブル等を未

然に防ぐよう、引き続き働きかけを行っていくとともに、地域の皆様には、

外国人観光客への注意喚起表示文としてご活用いただける翻訳文の提供を

行い、外国人観光客への注意喚起をお願いするなどの対策を行ってまいりま

す。 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 土木部 土木企画課 

要
望
内
容

【団体名】 炉粕町自治会 

【件 名】 市民が安心して暮らせる環境整備について 

【概 要】 炉粕町に地域住民が利用できるような公園を整備してほしい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

炉粕町を含めたその周辺には、昭和 34年に開設された長崎公園（2.9ha）

があり、地元を含め多くの市民の皆様に利用されています。 

従いまして、当該地に新たに公園を整備することは難しいものと考えて

いますが、長崎公園においては、広場や遊具などの機能を有しており、今

年度は、遊具をリニューアルする工事も予定していますので、ぜひご利用

いただきますようお願いいたします。 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 福祉部 高齢者すこやか支援課 

要
望
内
容

【団体名】 炉粕町自治会 

【件 名】 高齢者への交通費助成について 

【概 要】 
高齢者への交通費援助は従前のしくみに戻してほしい。分かりにくいもの

は高齢者にとって困る。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

高齢者交通費助成事業につきましては、高齢者が公共交通機関等を利用し

て外出し、社会参加のきっかけをつくり、介護予防につなげることを目的に、

満 70歳以上の方へ交通費の助成を行っておりますが、紙の利用券ではバス・

電車の降車時に「運賃支払い時に差額を支払う手間がかかる」「小銭の両替

が必要なので、あぶない」などのご意見をいただいておりました。 

そこで、令和３年度より安全性や利便性向上のため、バス・電車での利用

による助成を希望される方は、紙の利用券の代わりに、長崎市に登録したご

自身のＩＣカードを使いバス・電車を利用した実績に応じて、ポイントで助

成する方法を導入いたしました。 

なお、助成を受けたポイントは、ご都合のいいときに、交通機関の営業所

窓口などで、電子マネーに交換することで、バス・電車などの利用にご使用

いただけるようになります。 

交通費助成の制度につきましては、これまでの紙の利用券の代わりに、Ｉ

Ｃカードを使っての助成方法に変更したことにより、様々なご意見があろう
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かと思いますが、それらご意見を検証し、まずは丁寧でわかりやすいご説明

を続けていくとともに、交通事業者と綿密に連携して、定着できるよう取り

組んでまいります。 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 環境部 廃棄物対策課 

要
望
内
容

【団体名】 
桜町地区連合自治会 

玉園町自治会 

【件 名】 町内の環境保全の仕組みづくりについて 

【概 要】 

ごみ出しのマナーが悪い自治会員ではない住民に対して、ルールやマナー

の周知が及ばないため、非会員であっても環境保全に参加する仕組みを作

ってほしい。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

 長崎市では、市のホームページや広報紙、ごみ分別チラシ等で、市民の皆

さんにごみ出しマナーの周知を続けているところですが、マナーが悪い方も

おり、特に自治会未加入者については、ごみ出しマナーの周知が行き届かな

いこともありますので、多様な媒体で周知をするなど、より効果的な周知に

努めているところです。 

 具体的には、違反ごみへの警告シールの貼付や排出者が特定できる場合に

は直接指導等を行うほか、ごみ出しマナーが悪いごみステーション周辺の世

帯へごみ出しマナーに係るチラシのポスティングや、ごみステーションにお

ける市職員による立ち番指導等を行うなど、地域と協議しながら、状況に応

じて取り組んでまいりたいと考えております。 

併せて、自治会の皆様のご尽力のもと、ごみステーションの適正な管理運

用がなされていることについても周知していきたいと考えております。 
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回 答 票 長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 
まちづくり部 

公共交通対策室 

要
望
内
容

【団体名】 浜平町第一自治会 

【件 名】 路線バスのダイヤ変更について 

【概 要】 

路線バスの時間帯が 4月より変更になり、目覚町経由のミニバス（立山→中央

橋）行きの間隔が 30 分から 1 時間に変更になった。又、目覚町からの上りは

時間がバラバラで間隔も長くなっているので、元の時間帯に戻すように県営バ

スと長崎バスに、市長よりお願いしてほしい。

高台は階段や坂が多く、車が通るのはバス通りとほとんど変わらない。子供や

若者はマンション等に移り、現在は高齢世帯や空き家・空き地が多く人口減の

原因ともなっているが、高齢者は病院や買い物等のため、必ずバス利用が必要

である。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

 中央橋～立山間のミニバスは、令和元年度まで長崎バス 1 日 14 往復、県

営バス 1日 14往復の合計 28往復運行していましたが、現在は長崎バス 1日

8往復、県営バス 1日 8往復の合計 16往復運行されています。 

バス事業者に確認をしたところ、中央橋～立山間の利用実態等を踏まえダ

イヤや運行便数を決定したもので、利用者数の減少から市内の全路線で同様

な減便が行われているとのことでした。 

 また、長崎市から元の便数に戻すことの要望をお伝えいたしましたが、現

状の利用状況に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者の減少

に拍車をかけている状況や運転手確保の問題などから、増便は困難な状況と

の見解が示されています。 

今後も利用実態に応じてダイヤ調整や増便・減便が検討されると思われま
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すので、まずは地域の皆様が路線を支えていく取組として、積極的な路線バ

スの利活用をお願いします。 
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回 答 票 
長 崎 
中学校区 

【担当部課名】 市民生活部 自治振興課 

要
望
内
容 

【団体名】 大黒町自治会 

【件 名】 ふれあいセンターの創設について 

【概 要】 
大黒町界隈にはふれあいセンターがないので、利便性の良い場所での確保

が必要である。 

【回答内容】 

  １ 可  能 ２ 一部可能 ３ 不 可 能 ４ 調査検討 

  ５ 斡  旋 ６ その他（ ） 

大黒町自治会におかれましては、地域の皆さんが地域のまちづくりのた

めに自主的な活動をされており、様々な取り組みを行っていただいている

ことに対し、感謝申し上げます。 

設置のご要望をいただいた「ふれあいセンター」についてですが、長崎

市では、地域の皆さんが気軽に立ち寄れ、地域活動などが行える施設を公

共施設の中で「コミュニティ活動施設」と位置づけ、小学校区や中学校区

ごとに配置しており、既に施設を配置している地区については、公共施設

の適正配置基準の考え方から新たな施設を整備するのではなく、既存の施

設を利活用することとしています。 

大黒町におかれては、小学校区として、桜町小学校内の「地域・学校交

流センター」、旧新興善小学校跡の「新興善メモリアル」、中学校区として

広域的利用・全市的利用を兼ねる「中央公民館」がそれにあたります。地

域の皆さんのそれぞれの用途に応じて、ご利用くださいますようお願いし

ます。 
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